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私
は
、
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
に
九
十
回
め
の
誕
生
日
を
迎
え
た
と
き
、
自
分
の
波
瀾
多
き
生
涯
を
通
じ
、

ど
ん
な
考
え
で
、
ど
ん
な
行
勁
を
と
っ
て
き
た
か
を
率
直
に
物
語
る
回
顧
録
を
ま
と
め
て
子
孫
に
残
そ
う
と

決
め
た
。
約
一
年
半
で
原
稿
が
で
き
あ
が
っ
た
。
こ
の
回
顧
録
に
は
、
国
民
の
間
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
歴
史
上
の
重
要
な
事
項
も
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
か
ら
の
国
政
の
連
営
に
関
連
す
る
問
題
に
も
触
れ

て
い
る
の
で
、
一

般
の
人
ぴ
と
に
も
読
ん
で
い
た
だ
く
た
め
公
刊
す
る
こ
と
と
し
た
。

私
の
生
涯
を
概
観
す
る
と
、
大
学
を
卒
業
す
る
ま
で
の
間
、
私
の
頭
を
支
配
し
た
も
の
は
も
っ
ば
ら
家
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
貧
農
の
家
に
生
れ
た
私
ど
も
四
人
の
兄
弟
を
育
て
て
く
れ
た
祖
丹
と
母
の
労
苦
と
恩
義
に

い
か
に
し
て
報
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
を
考
え
た
。
学
業
に
励
み
、
良
い
成
績
で
大
学
を
卒
業
し
よ
う
と

努
力
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

大
正
五
年
に
大
学
を
出
て
大
蔽
省
に
入
っ
て
か
ら
は
国
の
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
次
世
昇

大
戦
中
に
戦
地
ロ
ン
ド
ン
に
赴
任
し
、
終
戦
後
パ
リ
講
和
会
議
に
全
椛
随
貝
と
し
て
参
加
す
る
に
及
ん
で
、

国
際
社
会
に
お
け
る
祖
国
日
本
が
深
く
脳
疫
に
き
ざ
み
こ
ま
れ
た
。
ま
た
大
正
十
年
に
帰
国
し
て
理
財
局
に

勤
務
し
、
金
輸
出
解
禁
、
外
国
為
替
管
理
法
制
定
等
国
際
金
融
問
題
を
担
当
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
日
本
の

序
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経
済
国
力
充
実
の
必
要
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
六
年
、
裁
州
事
変
が
突
発
し
、
そ
れ
か
ら
わ
が
国
の
歴
史
の
歯
車
が
狂
い
出
し
た
。
私
ど
も
は
満
州

国
承
認
の
国
是
に
従
っ
て
新
国
家
の
建
設
に
は
協
力
し
た
け
れ
ど
も
事
変
が
中
国
本
土
へ
波
及
す
る
こ
と
を

最
も
恐
れ
た
。
そ
こ
で
大
蔵
省
は
薩
軍
の
予
窮
を
抑
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
変
の
拡
大
を
防
止
し
よ
う
と
し

た
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
昭
和
十
一
年
、
ニ
・
ニ
六
事
件
と
な
っ
て
は
ね
返
り
、
高
橋
蔵
相
は
兇
弾
に
倒
れ
、

理
財
局
長
と
し
て
翁
を
補
佐
し
た
私
は
大
蔵
省
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
十
二
年
、
第
一
次
近
衛
内
閣
の
組
閣
に
あ
た
り
近
衛
公
は
私
に
入
閣
を
求
め
た
。
私
は
考
え
る
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
こ
れ
を
断
わ
り
、

一
官
僚
と
し
て
協
力
す
る
こ
と
を
約
し
た
。
北
支
事
変
が
起
こ
っ
た
。
近
衛

首
相
は
時
局
の
重
大
化
に
備
え
首
相
の
最
高
硲
僚
機
関
の
構
成
を
私
に
命
じ
た
。
か
く
て
企
画
院
が
創
設
さ

れ
私
は
そ
の
次
長
に
就
任
し
て
公
と
の
約
束
を
果
し
た
。

北
支
事
変
は
南
方
に
拡
大
し
揚
子
江
流
域
が
戦
場
と
な
る
に
及
ん
で
、
米
英
両
国
の
権
益
を
侵
す
事
件
が

続
発
し
、
両
国
と
の
関
係
が
極
め
て
険
悪
と
な
っ
て
き
た
。
政
府
は
わ
が
国
が
米
英
を
相
手
に
戦
う
国
力
を

有
す
る
か
ど
う
か
を
緊
急
に
調
査
す
る
た
め
極
秘
委
員
会
（
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
第
二
委
貝
会
と
呼
ん
だ
）
を
設

け
、
企
画
院
次
長
た
る
私
が
委
貝
長
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
私
は
現
役
の
ま
ま
企
画
院
に
勤
務
し
て
い
る
陸
海
庫

の
佐
官
級
武
官
と
経
済
閾
係
省
出
身
の
事
務
官
の
う
ち
か
ら
優
秀
者
を
選
ん
で
調
査
を
分
担
さ
せ
た
。
各
調

査
官
の
調
査
を
総
合
し
、
委
員
長
自
ら
結
論
の
部
を
執
筆
し
た
。
そ
れ
は
軍
需
資
源
の
関
係
上
、
わ
が
国
は

米
英
を
相
手
と
し
て
長
期
戦
を
戦
い
抜
く
国
力
を
有
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
委
員
会
報
告
案
を
委
貝

会
に
は
か
っ
た
と
き
ま
っ
さ
き
に
笠
成
し
た
の
は
山
本
五
十
六
海
軍
次
官
で
あ
り
全
員
一
致
で
報
告
原
案
を

承
認
し
た
。

私
は
委
員
会
報
告
書
を
内
閣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
首
相
の
命
に
よ
り
閣
議
に
臨
み
、
委
員
会
の
調
査

の
経
過
と
結
果
を
詳
細
に
説
明
し
た
。
発
言
す
る
閣
僚
が
な
く
委
員
会
報
告
は
閣
議
で
諒
承
さ
れ
た
。
何
人

も
の
閣
僚
は
委
員
長
の
労
を
ね
ぎ
ら
っ
た
。
こ
の
閣
議
の
状
況
を
見
て
私
は
対
米
英
不
戦
の
国
是
が
暗
黙
裡

に
決
定
し
た
も
の
と
思
っ
た
が
、
結
局
開
戦
を
阻
止
す
る
力
と
な
り
得
な
か
っ
た
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
っ

こ
。

昭
和
十
四
年
一
月
、
平
沼
内
閣
成
立
に
あ
た
り
私
は
企
画
院
総
裁
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
平
沼
内
閣
で
は
日
独

伊
三
国
同
盟
を
主
張
す
る
陸
軍
大
臣
と
他
の
閣
僚
と
の
意
合
わ
ず
、
五
相
会
議
を
開
く
こ
と
七
十
余
回
に
及

ん
だ
。
私
は
首
相
の
硲
僚
と
し
て
機
会
あ
る
ご
と
に
三
国
同
盟
は
対
米
英
開
戦
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
反

対
な
見
を
具
申
し
た
。
八
月
、
平
沼
内
閣
の
退
陣
に
あ
た
り
私
は
贅
族
院
議
員
（
勅
選
議
員
）
に
任
命
さ
れ

こ
。t
 平
沼
内
捌
の
後
を
承
け
て
、
阿
部
信
行
陸
軍
大
将
は
組
閣
に
あ
た
り
私
に
大
蔵
大
臣
と
し
て
入
閣
を
求
め

た
。
そ
の
際
阿
部
大
将
は
、
大
命
拝
受
の
と
き
陛
下
か
ら
対
米
英
外
交
の
調
撒
を
第
一
義
に
せ
よ
と
の
お
言

葉
を
い
た
だ
い
た
の
で
そ
の
方
針
で
や
る
と

い
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
私
は
即
座
に
大
蔵
大
臣
兼
企

画
院
総
裁
と
し
て
入
閣
す
る
こ
と
を
承
諾
し
た
。
そ
の
龍
後
欧
州
で
は
ド
イ
ツ
と
英
仏
諸
国
と
の
間
に
戦
争

が
始
ま
っ
た
。
阿
部
内
閣
は
欧
州
問
題
不
介
入
、
三
国
同
盟
反
対
、
米
英
そ
の
他
の
諸
国
と
の
外
交
調
盤
の
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方
針
で
一
贋
し
た
。

昭
和
十
五
年
一
月
、

昭
和
十
七
年
九
月
、

私
は
当
時
、

よ
っ
て
退
官
し
た
。

阿
部
内
閣
退
陣
し
米
内
内
閣
が
成
立
し
た
。

し
た
江
粕
衛
と
和
平
交
渉
を
行
な
う
た
め
政
府
は
阿
部
前
首
相
を
特
派
大
使
と
し
て
南
京
に
派
述
し
、

そ
の
顧
問
と
し
て
同
行
し
た
。

和
平
条
約
締
結
後
、

同
政
椛
の
強
化
に
よ
る
和
平
実
現
の
た
め
全
力
を
尽
く
し
た
。

内
閣
の
と
き
日
独
伊
三
国
同
盟
が
結
ば
れ
、
東
条
内
閣
と
な
っ
て
大
東
亜
戦
争
に
突
入
し
、

賭
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
内
閣
の
召
電
に
接
し
帰
国
す
る
と
、

務
大
臣
と
し
て
入
閣
を
求
め
ら
れ
た
。

わ
か
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、

昭
和
二
十
年
十
二
月
、

さ
き
に
重
脱
を
脱
出
し
て
南
京
に
遥
都

私
は
狂
政
柿
の
最
高
経
済
顧
問
と
し
て
南
京
に
残
留
し
、

し
か
る
に
そ
の
間
、
東
京
で
は
第
二
次
近
術

東
条
首
相
か
ら
大
東
亜
省
設
四
事
務
担
当
の
国

そ
の
帰
府
点
も

す
で
に
戦
争
が
始
ま
っ
た
以
上
こ
れ
に
協
力
す
る
の
は
国
民
の
義
務
で
あ
る
。

対
米
英
戦
争
は
私
の
素
志
に
反
す
る
戦
争
で
あ
り
、

祖
国
と
迎
命
を
と
も
に
す
る
此
悟
で
入
閣
し
た
。

敗
戦
は
免
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

日
本
民
族
の
質
と
凪
を
維
持
し
た
な
ら
ば
国
家
の
再
建
は
可

能
な
り
と
信
じ
て
い
た
。
．
要
は
そ
の
余
力
を
残
し
て
戦
争
終
結
の
機
会
を
つ
か
む
こ
と
だ
と
考
え
た
。
米
軍

の
サ
イ
パ
ン
上
陸
を
前
に
し
て
私
が
大
東
亜
大
臣
と
し
て
政
府
大
本
営
連
絡
会
識
で
、

避
け
る
作
戦
を
要
請
し
た
の
も
右
の
見
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

私
は
十
九
年
、
東
条
内
閣
の
退
陣
に

私
は
占
領
軍
か
ら
戦
犯
容
疑
者
に
指
名
さ
れ
、

私
は

祖
国
の
運
命
を

非
戦
闘
貝
の
犠
牲
を

巣
鴨
拘
置
所
に
収
容
さ
れ
た
。
私

の
人
生
第
一
巻
の
終
り
で
あ
る
。

昭
和
二
十
三
年
十
二
月
、
釈
放
さ
れ
た
私
は
弁
護
士
と
し
て
第
二
の
人
生
を
歩
み
始
め
た
。
私
は
公
職
追

放
を
解
除
さ
れ
て
も
政
界
復
帰
の
考
え
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
友
人
ら
の
強
い
勧
め
に
従
っ
て
昭
和
二

十
八
年
の
参
議
院
選
挙
に
全
国
区
か
ら
立
候
補
し
た
。

参
議
院
議
員
と
な
る
と
、
第
一
年
に
予
算
委
貝
長
に
、
次
に
大
蔵
委
員
長
に
、
そ
の
次
に
内
閣
委
員
長
に

選
ば
れ
、
国
政
の
第
一
線
に
関
与
す
る
に
及
ん
で
、
再
建
途
上
の
政
治
が
容
易
で
な
い
こ
と
を
し
み
じ
み
と

感
じ
た
。
そ
こ
で
引
続
き
国
会
談
貝
と
し
て
祖
国
の
再
建
に
協
力
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
三
十
四
年
、
四
十

年
、
四
十
六
年
の
参
議
院
選
挙
に
連
続
し
て
全
国
区
か
ら
出
馬
し
た
。

二
十
四
年
間
の
私
の
参
議
院
議
員
と
し
て
の
活
動
は
お
お
む
ね
次
の
三
分
野
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
の
分
野
は
、
国
家
と
国
民
の
安
泰
を
は
か
る
方
策
に
つ
い
て
で
あ
る
。
磁
法
第
九
条
は
戦
力
の
保
持
を

否
定
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
国
際
社
会
の
現
状
か
ら
見
て
、
防
衛
力
な
く
し
て
は
国
の
安
全
を
期
し
難
い
。

憲
法
は
国
の
自
衛
稲
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
国
家
存
立
の
基
本
規
定
に
つ
い
て
解
釈
上
の
疑
義
を

残
す
の
は
好
ま
し
く
な
い
か
ら
第
九
条
は
改
正
す
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
参
議
院
本
会
議
で
主
張
し
た
。

次
に
国
際
共
産
主
義
と
呼
応
す
る
国
内
の
革
命
勢
力
の
渠
団
的
暴
力
活
動
に
対
処
す
る
方
策
な
ど
の
治
安

対
策
を
攻
究
す
る
た
め
、
自
民
党
内
に
治
安
対
策
特
別
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
私
は
そ
の
初
代
委
員
長
と
し

て
警
察
機
動
隊
の
挑
備
充
実
そ
の
他
の
方
策
実
現
に
努
力
し
た
。
さ
ら
に
日
教
組
の
偏
向
教
育
、
勤
務
評
定

反
対
闘
争
、
全
学
連
の
国
会
乱
入
事
件
、
日
航
よ
ど
号
乗
取
り
事
件
等
に
つ
い
て
国
家
と
国
民
の
安
泰
を
は

iv 
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か
る
見
地
か
ら
参
議
院
本
会
議
で
質
問
と
晋
告
を
行
な
っ
た
。

第
二
の
活
動
分
野
は
高
速
道
路
の
建
設
促
進
で
あ
る
。
わ
が
国
は
一
般
産
業
と
文
化
の
面
で
世
界
第
一
級

に
進
ん
で
い
る
の
に
、
道
路
だ
け
は
泄
界
で
一
番
お
く
れ
て
い
る
。
私
は
中
央
道
建
設
推
進
委
員
会
委
員
長

と
し
て
、
あ
る
い
は
全
国
高
速
自
動
車
国
道
建
設
協
議
会
会
長
と
し
て
、
高
速
道
路
建
設
の
急
務
で
あ
る
こ

と
を
国
会
の
内
外
で
説
き
、
建
設
計
画
の
策
定
と
建
設
予
冥
の
獲
得
、
財
源
の
確
保
等
に
全
力
を
尽
く
し
た
。

昭
和
五
十
五
年
十
月
、
私
の
高
速
道
路
に
つ
い
て
の
顕
彰
碑
が
諏
訪
湖
畔
に
建
て
ら
れ
た
と
き
、
除
幕
式
後

の
パ
ー
テ
ィ
で
私
は
謝
辞
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
自
分
が
重
要
な
り
と
信
じ
た
国
策
の
た
め
カ

を
尽
く
す
こ
と
の
で
き
た
の
は
顧
み
て
男
子
の
本
懐
で
あ
る
と
挨
拶
し
た
。

第
三
の
活
動
分
野
は
法
律
の
世
界
で
あ
っ
た
。
私
は
租
税
に
関
す
る
民
事
裁
判
で
、
税
法
上
の
審
査
制
度

は
納
税
者
の
救
済
の
た
め
の
制
度
で
あ
る
の
に
、
国
税
局
長
が
審
査
の
段
階
で
税
務
署
長
の
更
正
額
よ
り
も

増
額
し
て
決
定
す
る
の
は
制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
と
主
張
し
た
。
池
田
蔵
相
は
私
の
説
の
正
し
い
こ
と
を
認

め
そ
の
趣
旨
に
そ
っ
て
た
だ
ち
に
法
律
を
改
正
し
た
。
法
律
改
正
後
に
お
い
て
も
、
税
務
当
局
の
扱
い
方
が

依
然
改
正
の
趣
旨
に
合
致
し
な
い
事
例
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
私
は
大
蔵
委
員
会
で
強
く
こ
れ
を
難
詰
し

た
。
結
局
福
田
蔵
相
が
私
の
意
見
に
従
っ
て
法
の
適
用
上
過
誤
な
き
を
期
す
る
旨
を
言
明
し
、
こ
こ
に
納
税

者
は
安
心
し
て
審
査
請
求
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

靖
国
神
社
法
案
に
つ
い
て
は
、
私
は
自
民
党
内
の
法
案
審
議
に
お
い
て
、
靖
国
神
社
は
本
質
に
お
い
て
宗

教
団
体
で
な
い
か
ら
、
法
人
格
の
根
拠
法
を
宗
教
法
人
法
か
ら
蛸
国
神
社
法
に
改
め
さ
え
す
れ
ば
神
社
の
維

持
喪
を
国
庫
か
ら
支
出
し
て
も
違
憲
と
な
ら
な
い
旨
の
意
見
を
発
表
し
た
。

私
が
三
木
内
閣
の
と
き
参
議
院
で
展
開
し
た
公
正
取
引
委
員
会
違
憲
論
と
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
サ
ン
ケ

イ
新
聞
社
発
行
の
『
正
論
』
誌
上
で
発
表
し
た
公
職
選
挙
法
の
議
員
定
数
配
分
規
定
を
違
憲
と
断
じ
た
最
高

裁
判
決
を
批
判
し
た
論
文
と
は
、
と
も
に
わ
が
国
の
憲
法
上
の
軍
要
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
老
法
律

家
の
精
魂
を
こ
め
た
研
究
成
果
で
あ
る
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
私
の
違
憲
論
に
対
し
学
界
に
は
正
面
か
ら
の
反
対
綸
は
な
い
。
公
正
取
引
委
員
会
の

独
禁
法
上
の
処
分
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
、
私
の
説
が
争
点
の
一
っ
と
な
り
判

決
の
対
象
と
な
る
機
会
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
五
年
の
衆
議
院
議
員
選
挙
の
効

力
を
争
う
訴
訟
が
す
で
に
上
告
審
に
係
屈
し
て
い
る
。
最
高
裁
が
私
の
批
判
に
耳
を
領
け
る
か
ど
う
か
、
私

は
多
大
の
関
心
を
も
っ
て
事
件
の
成
行
き
を
見
守
っ
て
い
る
。

私
は
長
野
中
学
受
験
と
い
う
私
の
第
一
の
人
生
の
進
路
を
指
示
さ
れ
た
祖
母
と
丹
と
宮
崎
先
生
の
霊
前
に

本
害
を
供
え
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
次
に
、
参
議
院
選
挙
に
立
候
補
と
い
う
私
の
第
二
の
人
生
の

進
路
を
指
示
し
強
い
支
援
を
与
え
ら
れ
た
堀
朋
近
、
烏
井
信
治
郎
、
中
山
重
隆
三
翁
の
盆
前
に
本
害
を
供
え

感
謝
の
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
私
が
四
回
の
参
議
院
選
挙
に
徹
底
し
た
理
想
選
挙
で
当
選
す
る
こ

と
の
で
き
た
の
は
、
手
弁
当
で
私
の
選
挙
を
支
援
し
て
く
れ
た
同
志
の
極
め
て
多
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
長
野
県
内
の
選
挙
を
統
括
さ
れ
た
小
坂
武
雄
、
松
橋
久
左
衛
門
両
氏
を
は
じ
め
全
国
の
多
数
の
同

志
に
対
し
本
書
を
も
っ
て
報
告
に
代
え
る
と
と
も
に
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
と
く
に
苦
戦
し

.. 
vu 
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序
第

八

章

パ
リ
講
和
会
議
と
ド
イ
ツ
賠
償
問
題

31 

第

七

章

た
四
十
六
年
の
選
挙
に
当
選
し
得
た
の
は
、

ろ
大
で
あ
っ
た
。

を
表
し
ま
す
。

手
島
郁
郎
先
生
の
率
い
る
硲
屋
の
皆
さ
ん
の
支
援
に
負
う
と
こ

ま
た
手
島
先
生
は
私
の
心
の
師
で
あ
っ
た
。
謹
ん
で
本
害
を
師
の
盆
前
に
供
え
感
謝
の
意

本
苦
の
刊
行
に
つ
い
て
は
、
講
談
社
の
山
本
原
雄
、
辻
啓
延
、

た
。
厚
く
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

祖
国
の
興
亡
に
直
面
し
て

第

二

章

宵
木
の
生
れ
た
村
と
家

東
京
帝
国
大
学
時
代
の
回
顧

戦
時
下
の
ロ
ン
ド
ン
生
活

28 

第

六

章

第
一
次
世
界
大
戦
中
に
大
西
洋
を
渡
る

25 

第

五

章

大
蔵
省
に
就
職
の
経
緯

21 

第

四

章

17 

第

三

章

一
高
時
代
の
思
い
出

14 

連
命
の
転
機
、
長
野
中
学
に
入
学

，
 

第

章

4
 

前
編 目

次

!' 

昭
和
五
十
六
年
十
月

青

木

一
男

秋
山
信
夫
諸
氏
の
格
別
の
お
世
話
に
な
っ

．． 
Vlll 



第
三
二
蹂

第
三
三
章

第
三
四
章

第
三
七
卒

第
三
八
章

第
三
六
章

対
米
英
戦
争
に
突
入

対
米
戦
争
回
避
の
建
白
害

大
東
亜
大
臣
と
し
て
入
閣

第
三
五
章

信
念
の
政
治
家
江
粕
衛
先
生
の
思
い
出

阿
部
特
派
大
使
顧
問
と
し
て
南
京
に
赴
く
。
新
通
貨
の
創
造

地
方
分
与
税
制
度
の
創
設

阿
部
内
閣
の
大
蔵
大
臣
兼
企
画
院
総
裁
に

第
二
五
章

第
二
七
章

第
二
八
章

第
二
九
章

第一―

-
0章

第
一
ニ
ー
章

横
浜
正
金
銀
行
の
旧
露
国
政
府
預
金
の
時
効
適
用
に
つ
い
て
の
国
会
の
論
戦
ー
ー
91

帝
人
事
件
で
司
法
フ
ァ
ッ
シ
日
と
戦
っ
た
大
蕨
省
の
同
僚
と
三
土
忠
造
先
生
1
9
8

第
二
委
員
会
の
報
告

国
家
総
動
員
法
の
制
定

平
沼
内
閣
で
企
画
院
総
裁

企
画
院
の
物
資
動
員
計
両

満
州
経
営
と
外
質
導
入
問
題

第
二
六
章

北
支
事
変
の
勃
発
と
軍
の
使
用
通
貨
の
問
題

近
衛
内
閣
の
成
立
と
企
画
院
の
創
設

第
二
四
章

ニ

・
ニ
六
事
件
で
大
蔵
省
を
去
る

170 166 164 159 154 151 148 145 137 134 132 130 128 124 119 

（
 

第
二
三
章

第
二
二
卒

第
ニ
―
章

外
国
為
替
管
理
法
の
制
定
と
高
橋
是
消
翁
の
思
い
出

83 

第
二

0
章

満
州
建
国
と
通
貨
問
題

76 

第
一
九
章

高
橋
蔵
相
に
よ
る
金
輪
出
再
禁
止

73 

第
一
八
章

井
上
蔵
相
の
頑
張
り

70 

第
一
七
章

涸
州
事
変
の
突
発
と
青
木
に
課
せ
ら
れ
た
特
殊
使
命

68 

第
一
六
章

わ
が
国
の
貿
易
外
収
支
統
計
の
作
製

65 

第
一
五
章

金
翰
出
解
禁
問
題
の
経
緯

57 

第
一
四
章

昭
和
の
金
融
恐
慌

52 

第
一
三
章

預
金
部
資
金
運
用
制
度
の
改
革

49 

第

―
二
章

嘆
冶
洋
公
司
に
対
す
る
借
款
と
わ
が
国
製
鉄
業
の
創
始

5
 
.4 

第
一
―
章

関
東
大
震
災
と
支
払
猶
予
令

41 

第

一
0
章
四
年
ぶ
り
の
帰
国

39 

第

九

章

ス
パ
ー
会
議
と
脊
木
の
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ

5
3
 
3
 



第
一

0
章

第

九

卒

日
ソ
国
交
回
復
と
領
土
に
関
す
る
付
術
決
議

第

八

章

金
融
機
関
の
質
金
運
用
統
制
法
の
制
定
に
反
対

原
首
相
の
発
案
か

297 295 293 281 

第

七

章

憲
法
第
九
条
戦
争
放
棄
の
条
項
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
発
案
か
そ
れ
と
も
幣

第

六

章

第

五

章

第
一
＿
一
章

ー

そ

の

一

、
宮
士
産
業
事
件

I

参
議
院
出
馬
と
そ
の
政
策

青
木
の
激
法
改
正
論
と
憲
法
調
査
会
法
成
立
の
経
緯

青
木
と
囲
碁
の
道
—
ー
そ
の
一

第

四

章

成

城

学

園

の

思

い

出

2ク2269 265 

税
法
上
の
審
査
制
度
の
本
質
に
関
す
る
青
木
の
信
念

第
二
章
貨
幣
価
似
の
変
動
と
事
梢
変
更
の
原
則
に
つ
い
て
の
訴
訟

第

一

章

弁
護
士
登
録
と
最
初
の
事
件

250 246 244 

後
編

戦
後
再
建
期
に
政
治
家
と
し
て
法
律
家
と
し
て

第

五

四

章

釈

放

240 

、r

第
五
三
章

挽
歌

第
五
二
章

八
幡
神
社
と
木
合
駒
物
語

第
五
一
卒
東
京
裁
判
の
被
告
の
横
顔

第
五

0
章
獄
庭
に
囲
碁
講
座
を
開
く

第
四
九
章
巣
鴨
の
同
僚
の
思
い
出

第
四
八
章

第
四
三
章

第
四
七
章

東
条
内
閣
総
辞
職
で
退
官

獄
中
で
和
歌
を
学
ぶ

ハ
ン
マ
ッ
ク
検
市
と
の
問
答

第
四
六
卒
戦
犯
容
疑
者
と
し
て
逮
捕
さ
る

第
四
五
章
玉
音
放
送
に
よ
る
戦
争
の
終
結

第
四
四
卒
戦
争
末
期
に
お
け
る
毀
族
院
の
法
律
論
争

第
四
二
章

一
低
玉
砕
の
思
潮
に
抵
抗

第
三
九
章

第
四
一
章

対
支
政
策
の
転
換

大
東
亜
相
と
し
て
占
領
地
域
一
巡

大
東
亜
会
議

第
四

0
章

236 234 223 221 211 206 204 203 197 191 189 187 181 174 172 

一



第
三
六
章

昏
木
が
国
会
で
展
開
し
た
公
正
取
引
委
員
会
述
憲
論

イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
エ
ン
テ
ベ
空
港
救
出
作
戦
に
つ
い
て
の
講
演

阿
波
丸
事
件
に
関
す
る
参
議
院
予
冥
委
員
会
の
質
問

阿
波
丸
事
件
に
関
す
る
参
議
院
大
蔵
委
員
会
の
質
問

483 480 476 471 456 

審
査
制
度
の
本
質
に
関
す
る
青
木
の
信
念

448 447 432 

第
二
六
浮

421 418 409 394 392 

＜
 

第
一
七
章

第
一
六
章

第
一
四
章

第
一
―
章

第

―
二
章

第

一
三
章

第
一
五
章

第
一
八
章

第
一
九
章

第
二

0
章

第
ニ
一
章

第
二
二
章

第
二
三
章

第
二
四
章

第
二
五
章

第
二
七
章

第
二
八
章

第
二
九
章

第
三

0
章

第
＝
二
章

第
三
二
章

第
三
―
―
―
章

第
三
四
章

第
三
五
章

第
三
七
意

第
三
八
章

6
 ゜
3
 ，
 
゜
3
 
7
 

ー3
 
ー2
 
3
 
3
 
2
 
3
 
7
 
2
 
3
 ，
 

2
 
3
 
4
 
3
 

?
J
 

道
路
政
策
に
関
す
る
予
箕
委
員
会
に
お
け
る
青
木
の
質
問
と
政
府
答
弁
の
要
旨
ー
4
33
 

建

国

記

念

日

の

制

定

の

思

い

出

5

3

3
 

知
事
四
選
禁
止
法
案
に
反
対

553
 

自

由

主

義

国

は

何

ゆ

え

に

共

産

主

義

を

嫌

い

共

産

革

命

を

恐

れ

る

か

印

蛸

国

神

社

法

案

と

青

木

の

意

見

6

4

3
 

碓

氷

ア

プ

ト

式

鉄

道

の

生

誕

と

そ

の

終

腐

7

8

3
 

昭
和
三
十
五
年
の
全
学
連
の
国
会
乱
入
事
件
に
関
す
る
青
木
の
緊
急
質
問
3
8
3

中
央
逍
の
路
線
を
諏
訪
回
り
に
変
更
し
た
経
緯

中
央
道
と
東
海
道
の
抗
争

反
共
理
念
と
治
安
対
策

日
教
組
の
偏
向
教
育
等
に
関
す
る
参
議
院
本
会
議
の
質
問

高
速
道
路
建
設
に
力
を
入
れ
る
に
至
っ
た
動
機

国
民
所
得
倍
増
計
画
と
所
得
格
差
の
是
正

東
京
ー
富
士
吉
田
線
荒
工
の
経
緯

欧
米
の
高
速
道
路
視
察
旅
行

全
国
高
速
自
動
車
国
道
建
設
協
議
会
会
長
と
し
て

台
湾
囲
碁
の
旅
と
蕗
総
統
と
の
会
見

青
木
と
囲
碁
の
道
I

そ
の
二

善
光
寺
日
本
忠
箪
殿
の
造
営

円
の
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
曰
ン
に
関
す
る
国
会
質
問

日
航
よ
ど
号
乗
っ
取
り
事
件
に
関
す
る
参
誂
院
本
会
議
に
お
け
る
緊
急
質

問
と
答
弁
の
要
旨

聖
観
音
の
建
立

_
そ
の
二
、
参
議
院
大
蔵
委
員
会
の
質
問
ー
ー

手
島
郁
郎
先
生
を
偲
ぶ



『--

青
木
一
男
経
歴

第
四
七
挙
諏
訪
湖
畔
に
青
木
の
顕
彰
碑
建
立

564 

法
法
律
に
違
反
し
て
い
る

558 543 

第
四
六
章
公
職
選
挙
法
の
議
員
定
数
配
分
規
定
を
違
激
と
断
じ
た
最
高
裁
判
決
は
憲

第
四
五
章

第
四
四
章

4
 ゜
5
 ゜
ー5
 
6
 
ー5
 
3
 
2
 
5
 
5
 
5
 

キ

ャ

ン

ベ

ラ

の

列

国

議

員

同

盟

会

議

と

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

の

大

観

2

4
 
3
 
5
 
7
 
3
 
5
 

日
華
関
係
識
員
懇
談
会
メ
ン
バ
ー
の
台
湾
訪
問

陳
誠
副
総
統
と
の
会
見
と
金
門
島
訪
問

ペ
ロ
ン
大
統
領
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
印
象

脊
木
の
ゴ
ル
フ
殷
歴
害

第
三
九
章

第
四

0
章

第
四
一
章

第
四
二
章

第
四
三
章

蛸
国
神
社
白
鳩
の
社

理
想
選
挙
に
徹
し
た
青
木
の
四
回
の
参
議
院
選
挙
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